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一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

・社 名： 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会
・設 立： 昭和４６年９月１８日（任意団体）

昭和５０年３月２７日（社団法人）
平成２５年４月 １日（一般社団法人）

・会 員： 47都道府県協会
・傘下会員数： 約１０,０００社
・事 業 目 的 ： 中古自動車販売業の健全な発展を図るため、

中古自動車の 販売を主たる業とする企業の体
制の高度化と中古自動車の公正な流通の促進
を推進するとともに、消費者利益の保護、環境の
保全、安全の確保等、国の行政施策に協力する
ことにより、国民経済の健全な発展に寄与するこ
とを目的とする。

１．（一社）日本中古自動車販売協会連合会について



一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

①平成20年12月25日、合同会議にて自動車リサイクル制度に

おける中古自動車販売業者（引取業者）の当時の現況を説明
(1) 下取車両の小売と業販
(2) オークション取引の実態 等
(3) 使用済自動車の引取り引渡し実施状況 等

②平成23年8月23日、合同会議にて「使用済自動車判別ガイド
ラインに関する報告書」（23年2月公表）を踏まえたフォローアッ
プ実施状況について以下の通り報告

(1) 機関誌「ＪＵ中販連」に報告書の概要を掲載
(2) 会員専用ネットワーク「ＪＵイントラネット」に報告書を掲載
(3) 報告書を各都道府県協会事務局へ配布し、会員への周知を実施 等

③平成26年10月2日、合同会議にて、上記フォローアップ後の

自動車リサイクル制度における中古自動車販売業者の実態に
ついて報告

(1) 電話、ＦＡＸによる実態把握の調査を実施し結果を報告

(2) 自動車課からのヒアリング項目への回答 等

２．産構審中環審合同会議でのこれまでの報告について



一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

３．中古自動車販売業者の取引の現状
（１）中古車の下取に係る実際の取引
① 中古車の発生源は自動車ユーザーであるが、そのほとんどが直前まで自動車

として使用されているため、自動車としての外観・機能を十分に備えている。

② そのため、下取車両についてユーザーは中古車としての対価を要求する場合
がほとんどである。

③ 中古車として売買する場合は、車両代金、自動車税未経過相当額、自賠責保
険未経過相当額、リサイクル預託金の総額が売買価格となる。

④ ただし、下取り時点でその車両を廃棄することの合意ができた場合は、使用済
自動車として引取り、リサイクル券を使用しリサイクルルートに乗せるとこにな
る。（リサイクル預託金負担：所有者（ユーザー））･･･次ページＡ

⑤ 中古車の価格は、市場の需要と供給を反映した形で古物商が行なう事業者間
取引である「オートオークション」において相場価格として形成されている。

⑥ 中古車の下取りは仕入の一種でありオートオークションの相場価格を参考に
予定販売価格を見込んで仕入価格を決めている。

⑦ ただし、販売方法は自社での小売と業販（大半がオートオークション）の二通り
想定しているが、見込み価格で販売できるとは限らない。

⑧ 販売できなかった中古車は、販売店が使用済自動車と判断して解体事業者へ
引渡すこととなる。（リサイクル預託金負担：所有者（販売店））･･･次ページＢ
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使用済自動車
となるパターン

ユーザー→販売店 販売店→解体業者

Ａ
ユーザーの意思で
所有車解体

ユーザーは有償を希望
使用済自動車（ＥＬＶ）相場
での引渡し

Ｂ
販売店下取車だっ
たが、販売不調で
やむなく解体

・その時点での中古車
相場で下取り

・下取車のため高い価
格設定

ＥＬＶ相場での引渡し

・中古車は、時間の経過とともに相場は下がるもの。
・Ａパターンでは、引取り、引渡しで収支は均衡もしくは若干の収益あり。
・Ｂパターンでは、時間の経過とともに赤字となるケースがあり得る。
・ＥＬＶ相場とリンクせずに儲かることもあれば損することもある。

（２）使用済み自動車としての引取



一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

中販連ＰＣ

イントラネットサーバー

端末ＰＣ
（都道府県協会事務局）

専用回線withセキュリティ
（※外部からの侵入不可）

①会員（都道府県協会）専用ネットワーク「イントラネット」による
情報提供を実施

４．中古自動車販販売協会連合会としての情報発信について



一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

②傘下会員（販売店）に対して、機関紙を発行し自動車リサイクル
制度に係る情報提供を実施
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③都道府県協会、販売店、消費者に対し、ホームページを利用
した自動車リサイクル制度等の周知を実施

・リサイクルシステムの停止日

・マニフェスト誤発行防止

・リサイクル料金 等について



一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

①中古部品の活用推進について、ユーザーへの啓発、周知活動等を
目的とした「自動車リサイクル部品活用推進会議」への参加し、参加
団体等との情報共有を実施

◆参加団体等

・日本自動車リサイクル部品協議会

・日本自動車整備振興会連合会

・日本自動車車体整備協同組合連合会

・日本損害保険協会

・経済産業省

・国土交通省

・環境省

◆街頭活動、チラシ、ポスターによるキャンペーン活動を実施 等

５．中古自動車販販売協会連合会としての情報共有について



②共同購買事業として、㈱ユーパーツ、㈱ビックウエーブと提携し、会
員販売店に中古部品の利用をあっせんしている。

（年間取扱高は、約8000万円）

※会員向けの機関誌にリサイクル部品の広告を掲載するとともに、商
品カタログをＤＭ発送し商品販売のあっせんを行い、リサイクル部品
を利用することでＣＯ２削減に寄与することを広報・ＰＲしている。

一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会



一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

◆自動車リサイクル法の第５条（自動車をなるべく長期間使用する
ことにより、自動車が使用済自動車となることを抑制するよう努め
る）にある通り、中古自動車販売事業者かつ引取業者としてユー
ザーにできるだけ長く使用済自動車とならないよう周知し、リユース
を第一に考えていただくこと、及び使用済自動車となった場合にも
中古部品として使用することでＣＯ2排出が削減できること等を積極
的に周知し、環境保護に努めてまいります。

①保険利用をせず、新品部品より安価な中古部品の積極的に利
用することで、結果的に自動車保険料の低減にもつながるという選
択肢があることをユーザーに周知する。

②中古自動車部品の活用を推進するには、不具合箇所の特定と
交換部品のマッチング情報等を容易に取得できるような環境整備
が必要。

６．情報発信および情報共有についての課題


	自動車リサイクル制度に係る�これまでの取組みについて
	１．（一社）日本中古自動車販売協会連合会について
	２．産構審中環審合同会議でのこれまでの報告について
	３．中古自動車販売業者の取引の現状�　（１）中古車の下取に係る実際の取引
	スライド番号 5
	４．中古自動車販販売協会連合会としての情報発信について
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	５．中古自動車販販売協会連合会としての情報共有について
	スライド番号 10
	スライド番号 11

